
「
均
衡
の
原
則
」
に
よ
る
賃
金
水
準

抑
制
？

政
府
が
働
き
方
改
革
を
打
ち
出
し
て

５
年
。
北
九
州
市
も
「
業
務
改
善
プ
ロ

ブ
ラ
ム
」
で
働
き
方
改
革
を
進
め
て
い

ま
す
が
、
長
時
間
労
働
は
解
消
さ
れ
ず
、

家
庭
生
活
や
個
人
の
自
由
な
時
間
等
が

犠
牲
に
な
っ
て
い
ま
す
。

労
働
環
境
の
明
確
な
改
善
が
な
い
な

か
、
国
家
公
務
員
に
追
随
す
る
形
で
10

年
か
け
て
段
階
的
に
定
年
年
齢
を
65
歳

と
す
る
定
年
引
き
上
げ
が
始
ま
り
ま
し

た
。制

度
導
入
に
よ
り
、
60
歳
に
達
し
た

翌
年
か
ら
、
仕
事
は
そ
の
ま
ま
で
も
、

給
与
は
７
割
水
準
に
減
ら
さ
れ
ま
す
。

役
職
手
当
が
支
給
さ
れ
て
い
る
管
理
職

等
の
場
合
は
、
役
職
定
年
制
度
に
よ
り

役
職
手
当
が
な
く
な
る
た
め
そ
の
水
準

は
更
に
下
が
り
ま
す
。
給
与
水
準
に
つ

い
て
教
育
委
員
会
は
、
地
方
公
務
員
法

第
24
条
３
項
（
均
衡
の
原
則
）
を
根
拠

に
、
民
間
企
業
が
60
歳
以
降
の
給
与
を

そ
れ
ま
で
の
７
割
水
準
し
て
い
る
こ
と

を
あ
げ
て
い
ま
す
。

「
職
能
給
の
原
則
」
に
反
す
る
賃
金

水
準
抑
制

全
教
北
九
州
は
、
同
様
の
仕
事
を
さ

せ
な
が
ら
年
齢
を
理
由
に
給
与
を
引
き

下
げ
る
の
は
地
方
公
務
員
法
第
24
条
１

項
（
職
務
給
の
原
則
）
に
違
反
で
あ
る

と
考
え
、
給
与
引
き
下
げ
に
反
対
し
て

い
ま
す
。
定
年
延
長
は
職
務
に
ふ
さ
わ

し
い
処
遇
を
基
本
に
、
賃
下
げ
の
な
い

制
度
と
す
る
べ
き
で
す
。

交
渉
で
は
、
３
割
給
与
を
減
額
す
る

な
ら
、
そ
の
分
仕
事
の
内
容
、
量
を
減

ら
す
べ
き
で
あ
り
、
給
与
引
下
げ
の
対

象
者
に
は
仕
事
量
を
減
じ
た
労
働
条
件

を
提
示
す
る
こ
と
を
要
求
し
ま
し
た
。

新
た
な
賃
金
水
準
抑
制
へ
の
布
石

今
回
の
交
渉
の
議
題
に
は
上
が
り
ま

せ
ん
が
、
人
事
院
が
目
指
し
て
い
る
の

は
、
退
職
年
齢
65
歳
の
完
成
時
か
ら
の

新
た
な
賃
金
抑
制
で
す
。

「
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
」
案
の
「
概
要
」
に
よ
れ
ば
、

検
討
課
題
と
し
て
「
60
歳
前
後
の
給
与

水
準
が
連
続
的
な
も
の
と
な
る
よ
う
、

国
家
公
務
員
の
給
与
制
度
に
つ
い
て
、

人
事
院
に
お
い
て
公
布
後
速
や
か
に
行

わ
れ
る
昇
任
・
昇
格
の
基
準
、
昇
給
の

基
準
、
俸
給
表
な
ど
に
つ
い
て
の
検
討

の
状
況
を
踏
ま
え
、
定
年
引
上
げ
完
成

の
前
（
令
和
12
年
３
月
31
日
ま
で
）
に

所
要
の
措
置
を
順
次
講
ず
る
こ
と
」
と

し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
60
歳
前
か
ら

昇
給
を
今
以
上
に
な
だ
ら
か
に
し
中･

高

齢
層
の
給
与
水
準
を
抑
制
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
涯
賃
金

も
大
き
な
影
響
を
受
け
ま
す
。

給
与
引
下
げ
で
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と

生
活
水
準
の
維
持
は
両
立
す
る
か

今
の
働
き
方
の
ま
ま
で
の
定
年
引
上

げ
に
よ
る
、
60
歳
か
ら
の
７
割
水
準
の

給
与
に
は
納
得
で
き
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
な
制
度
設
計
で
は
、
現
場

で
奮
闘
し
て
い
る
教
職
員
の
仕
事
へ
の

モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
低
下
さ
せ
、
子
ど

も
た
ち
へ
の
よ
り
よ
い
教
育
の
保
障
に

も
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
。

改
正
地
方
公
務
員
法
の
付
帯
決
議
で

は
、
「
全
て
の
世
代
の
職
員
が
英
知
と

情
熱
を
も
っ
て
職
務
に
従
事
す
る
こ
と

を
可
能
と
す
る
た
め
、
職
員
の
ワ
ー
ク
・

ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
の
確
保
な
ど
、
地

方
公
務
員
の
働
き
方
改
革
の
一
層
の
推

進
に
向
け
努
力
す
る
こ
と
。
ま
た
、
非

常
勤
職
員
と
常
勤
職
員
と
の
給
与
・
手

当
等
の
格
差
を
な
く
す
た
め
の
処
遇
の

改
善
等
に
一
層
の
努
力
を
行
う
こ
と
。
」

と
あ
り
ま
す
。

教
育
委
員
会
は
、
こ
の
附
帯
決
議
の

具
体
化
と
生
活
水
準
の
維
持
を
ど
の
よ

う
に
両
立
さ
せ
る
の
か
と
い
う
課
題
に

た
い
し
て
、
明
確
な
回
答
と
具
体
的
対

策
を
示
す
べ
き
で
す
。

2022年6月1日 新聞 全教北九州 ( 1 )

* 定年延長と「働き方改革」 特集 この新聞はすべての教職員に配布しています全教北九州 検索

定年年齢は上がり、モチベーションは下がる

来
年
度
か
ら
65
歳
定
年
に
向
け
て
段
階
的
に
定
年
年
齢
の
引
き
上
げ
が
始

ま
り
ま
す
。
定
年
の
引
き
上
げ
に
よ
っ
て
、
60
歳
に
達
し
た
翌
年
か
ら
、
仕

事
は
そ
の
ま
ま
で
も
、
賃
金
水
準
は
は
こ
れ
ま
で
の
７
割
に
減
ら
さ
れ
ま
す
。

こ
れ
は
年
齢
に
よ
る
差
別
で
あ
り
、
「
職
能
給
の
原
則
」
に
も
反
し
て
い
ま

す
。
こ
れ
で
は
教
職
員
が
仕
事
へ
の
や
り
が
い
、
働
き
が
い
を
失
く
し
て
し

ま
い
ま
す
。

新聞 全教北九州
全教北九州市教職員組合
発行責任者 中川喜久子
2022年6月１日

小
倉
予
備
病
院

（
小
倉
北
区
）

日
露
戦
争
が
始
ま
る
と
、

北
方
に
あ
っ
た
常
設
の
衛

戍
（
え
い
じ
ゅ
）
病
院
は

勤
務
し
て
い
た
軍
医
等
が

戦
地
に
移
動
し
た
た
め
閉

鎖
さ
れ
、
予
備
役
の
軍
医

等
が
運
営
す
る
予
備
病
院

が
現
在
の
砂
津
二
丁
目
付

近
の
小
倉
裏
線
沿
線
に
開

設
さ
れ
ま
し
た
。
第
12
師

団
の
傷
病
兵
は
門
司
港
に

上
陸
し
鉄
道
で
小
倉
に
移

送
さ
れ
ま
し
た
。
港
か
ら

駅･

駅
か
ら
病
院
ま
で
は
、

担
架
や
人
力
車
を
使
用
し

ま
し
た
。

収
容
人
数
は
開
戦
直
後

に
は
２
０
０
人
余
で
し
た

が
、
１
年
後
に
は
１
９
０

０
人
に
ま
で
増
加
し
ま
し

た
。
こ
の
た
め
北
方
練
兵

場
、
小
倉
練
兵
場
に
分
院

を
開
設
し
、
門
司
港
に
列

車
の
順
番
を
待
つ
傷
病
兵

の
た
め
の
収
容
施
設
、
小

倉
裏
線
に
臨
時
の
駅
を
設

置
し
ま
し
た
。
ま
た
人
員

も
不
足
し
た
た
め
、
日
本

赤
十
字
社
か
ら
救
護
班
が

派
遣
さ
れ
ま
し
た
。

予
備
病
院
は
１
９
０
６

年
に
閉
鎖
さ
れ
、
衛
戍
病

院
が
再
開
さ
れ
ま
し
た
。

建
屋
の
多
く
は
倉
庫
な
ど

に
転
用
さ
れ
ま
し
た
が
、

一
部
は
足
立
村
、
島
門
村

（
現
遠
賀
町
）
、
小
倉
市

に
校
舎
と
し
て
売
却
さ
れ

ま
し
た
。

北
九
州
の
戦
争
遺
跡

定
年
延
長
は
新
た
な
公
務
員
の
賃
金
水
準
抑
制
へ
の
布
石

高
齢
期
の
教
職
員
だ
け
の
問
題
で
は
な
い

公
務
員
の
定
年
年
齢
引
上
げ
問
題



今
回
は
引
下
げ
見
送
り

人
事
院
は
４
月
21
日
、
２
０
２
０

年
度
に
退
職
し
た
国
家
公
務
員
と
民

間
企
業
従
業
員
の
退
職
給
付
に
関
す

る
調
査
（
概
ね
５
年
ご
と
）
結
果
を

公
表
し
ま
し
た
。

公
務
員
は
一
人
当
た
り
平
均
総
額

２
４
０
７
万
円
（
退
職
手
当
２
１
８

５
万
円
、
企
業
年
金
相
当
分
２
２
２

万
円
）
で
、
民
間
を
１
万
５
０
０
０

円
（
０
．
０
６
％
）
上
回
り
ま
し
た
。

こ
の
結
果
を
う
け
て
、
人
事
院
は

「
退
職
給
付
の
取
扱
い
に
つ
い
て
検

討
を
行
う
こ
と
が
適
切
」
と
す
る
一

方
で
、
国
家
公
務
員
の
退
職
給
付
の

引
き
下
げ
を
含
め
た
見
直
し
を
求
め

ず
、
政
府
の
判
断
に
委
ね
ま
し
た
。

こ
れ
を
受
け
て
、
４
月
22
日
の
閣

議
後
記
者
会
見
に
お
い
て
二
之
湯
国

家
公
務
員
制
度
担
当
大
臣
は
「
官
民

で
お
お
む
ね
均
衡
し
て
お
り
、
国
家

公
務
員
の
退
職
手
当
の
水
準
改
定
は
、

今
回
は
必
要
な
い
と
考
え
ま
す
」
と

発
言
し
、
退
職
手
当
の
見
直
し
を
し

な
い
こ
と
を
表
明
し
ま
し
た
。

過
去
10
年
で
約
５
０
０
万
円
の

引
下
げ
、
今
後
も
引
下
げ
は
続

く
退
職
手
当
は
、
今
回
引
下
げ
ら
れ

ま
せ
ん
で
し
た
が
、
２
０
１
２
年
に

は
、
４
０
０
万
円
の
引
下
げ
、
２
０

１
７
年
は
78
万
円
の
引
下
げ
と
、
こ

の
十
年
で
約
５
０
０
万
円
も
引
下
げ

ら
れ
て
い
ま
す
。
「
国
家
公
務
員
の

総
人
件
費
に
関
す
る
基
本
方
針
」
に

基
づ
き
周
期
的
に
行
わ
れ
る
単
純
な

官
民
比
較
の
み
で
大
幅
な
引
下
げ
が

可
能
な
制
度
で
は
退
職
後
の
生
活
を

見
通
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

さ
ら
に
政
府
は
、
資
産
運
用
・
個

人
年
金
、
高
齢
者
の
就
労
促
進
な
ど

自
助
努
力
で
退
職
後
の
生
計
費
を
賄

う
方
向
性
を
打
ち
出
し
て
お
り
、
65

歳
定
年
退
職
が
完
了
す
る
十
年
後
に

は
、
退
職
手
当
の
算
出
基
準
の
変
更
、

公
務
員
と
民
間
の
格
差
是
正
を
理
由

と
し
た
大
幅
な
手
当
引
下
げ
も
十
分

想
定
さ
れ
ま
す
。

退
職
手
当
は
勤
務･

労
働
条
件

賃
金
の
後
払
い
と
し
て
の
性
格
を

有
す
る
退
職
手
当
は
、
勤
務
・
労
働

条
件
で
す
。
政
府
・
使
用
者
は
、
職

員
が
安
心
し
て
働
き
、
安
心
し
て
退

職
後
の
生
活
が
送
れ
る
よ
う
責
務
を

果
た
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。

国
家
公
務
員
の
退
職
手
当
引
下
げ

は
、
私
た
ち
地
方
公
務
員
の
退
職
手

当
の
水
準
に
も
影
響
し
ま
す
。

全
教
北
九
州
は
、
安
心
し
て
、
や

り
が
い
を
も
っ
て
働
き
つ
づ
け
る
こ

と
が
で
き
る
職
場
環
境
の
実
現
と
、

退
職
後
も
安
心
し
て
生
活
で
き
る
退

職
手
当
実
現
を
め
ざ
し
て
交
渉
を
行

い
ま
す
。

教
育
委
員
会
は

５
月
10
日
、
職
場

に
出
勤
・
退
勤
時

刻
の
適
正
な
記
録

を
促
し
、
不
適
切

な
扱
い
を
受
け
た

場
合
の
連
絡
窓
口

を
案
内
す
る
チ
ラ

シ
を
配
付
し
ま
し

た
。
全
教
北
九
州

は
今
回
の
出
退
勤

の
適
正
記
録
を
促

す
宣
伝
を
歓
迎
し

ま
す
。

チ
ラ
シ
で
は

「
在
校
等
時
間
の

適
正
な
記
録
は
、

業
務
量
の
適
正
化
、

健
康
保
持
や
ワ
ー

ク
・
ラ
イ
フ
・
バ

ラ
ン
ス
推
進
上
非

常
に
大
切
で
す
」

と
し
て
い
ま
す
。

ま
た
厚
生
労
働
省
は
労
働
時
間
の
適

正
な
把
握
を
使
用
者
に
対
し
て
も
と

め
て
い
ま
す
。

長
時
間
過
密
労
働
を
強
い
ら
れ
、

過
労
死
の
リ
ス
ク
に
さ
ら
さ
れ
る
教

職
員
に
と
っ
て
、
勤
務
時
間
の
正
確

な
把
握
は
、
過
労
死
や
精
神
疾
患
等

の
傷
病
の
際
の
証
拠
記
録
と
し
て
重

要
で
す
。

教
育
委
員
会
と
管
理
職
に
は

「
安
全
配
慮
義
務
」
が
あ
る

チ
ラ
シ
に
は
「
過
重
労
働
に
よ
る

健
康
障
害
発
生
の
際
の
重
要
な
資
料

と
な
る
の
で
自
分
の
身
を
守
る
た
め

に
正
確
に
記
録
し
ま
し
ょ
う
。
」
と

あ
り
ま
す
。
安
全
と
健
康
は
自
己
責

任
の
よ
う
に
聞
こ
え
ま
す
。
労
働
契

約
法
第
５
条
は
「
使
用
者
は
、
労
働

契
約
に
伴
い
、
労
働
者
が
そ
の
生
命
、

身
体
等
の
安
全
を
確
保
し
つ
つ
労
働

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
必
要
な

配
慮
を
す
る
も
の
と
す
る
。
」
と
、

使
用
者
の
労
働
者
に
対
す
る
安
全
配

慮
義
務
（
健
康
配
慮
義
務
）
を
明
文

化
し
て
い
ま
す
。

過
重
労
働
に
よ
る
健
康
障
害
、
問

題
は
、
適
正
な
業
務
量
や
長
時
間
勤

務
を
削
減
で
き
ず
放
置
し
て
き
た
使

用
者
側
で
あ
る
教
育
委
員
会
に
あ
り

ま
す
。

全
教
北
九
州
の
と
り
く
み

全
教
北
九
州
は
、
校
務
支
援
シ
ス

テ
ム
導
入
前
か
ら
、
長
期
間
勤
務
の

実
態
を
正
確
に
把
握
す
る
た
め
に
、

タ
イ
ム
カ
ー
ド
な
ど
に
よ
る
正
確
な

記
録
を
要
求
し
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、

定
額
働
か
せ
放
題
と
揶
揄
さ
れ
て
い

る
給
特
法
第
４
条
、
教
職
調
整
額
の

問
題
点
に
関
連
し
、
調
整
額
４
％
に

見
合
っ
た
業
務
量
に
改
善
、
定
年
延

長
７
割
水
準
の
問
題
等
の
実
効
あ
る

改
善
を
要
求
し
て
い
ま
す
。

生
活
の
充
実
と
安
心
し
て
働
く

こ
と
が
で
き
る
職
場
を
求
め
る

学
校
現
場
もw

ith

コ
ロ
ナ
に
移
行

し
て
い
ま
す
。
教
員
の
数
が
足
り
な

い
な
か
、
多
忙
な
毎
日
が
続
き
ま
す
。

教
育
委
員
会
に
は
、
現
場
の
教
職
員

に
寄
り
添
っ
た
業
務
量
の
適
正
化
、

健
康
保
持
や
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ

ラ
ン
ス
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

生
活
の
充
実
と
安
心
し
て
働
く
こ
と

が
で
き
る
職
場
の
実
現
を
強
く
望
み

ま
す
。
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国
家
公
務
員
の
退
職
手
当
引
下
げ
見
送
り

人
事
院
は
４
月
21
日
、
退
職
給
付
の
官
民
比
較
結
果
と
そ
れ
に
基
づ
く
見
解
を
発
表
し
、
退
職
給
付
の
見

直
し
の
判
断
を
政
府
に
委
ね
ま
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
４
月
22
日
、
政
府
は
今
回
は
退
職
手
当
の
見
直
し

を
し
な
い
こ
と
を
表
明
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
周
期
的
に
行
わ
れ
る
単
純
な
官
民
比
較
の
み
で
大
幅
な
引
下

げ
が
可
能
な
制
度
で
は
退
職
後
の
生
活
を
見
通
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
政
府
・
使
用
者
は
、
職
員
が
安
心

し
て
働
き
、
安
心
し
て
退
職
後
の
生
活
が
送
れ
る
よ
う
責
務
を
果
た
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。

単
純
な
官
民
比
較
の
み
で
大
幅
引
き
下
げ
が
可
能
な
制
度
は
是
か

過
去
10
年
で
は
約
５
０
０
万
円
の
引
下
げ

出退勤時間は適正に記録しよう
教育委員会 適正記録促進と連絡窓口を宣伝


